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将来が不安
頼れる家族がいない

母がお金を適切に
管理できるか心配

判断能力の低下した方々を手助けする制度

成年後見制度を活用しよしょう!

成年後見制度って何?

成年後見制度は、判断能力が低下している方々が様々な手続きや
財産管理、契約を行う時に権利や財産を守るために支援をする制度です。

①すでに判断能力が低下してから利用する法定後見制度
②将来の判断能力の低下に備えて利用する任意後見制度

に分けられ、本人に代わって後見人等が支援を行います。

轡_《 順鞘
どんな時に利用できる? 鰭 .艶

◇物忘れがひどくなり預貯金の管理が難しくなってきた。
〆

◇障害のある子どもの将来が心配。親亡き後のその子のために。
◇認知症の父の施設費用のために、父の不動産や株を売却したい。
今は元気だけど、判断能力が低下した時に頼れる人がいなくて不安。な



どのように利用するの?

法定後見制度

すでに判断能力が不十分に
なっている本人に代わって、
支援者が施設入所の契約などの
法律行為を行います。

本人の判断能力に応じて次の
いずれかの後見人が決定され
ます。

判断能力が全く無い⇒酬
判断能力が著しく不十分
⇒保佐人

判断能力が不十分
⇒絹物人

法定後見制度を利用したい時

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった
時に備えておく制度です。

あらかじめ、任意後見人になって
もらいたい人と、判断能力が
不十分になった時に何をして
もらいたいのか話し合い、その
内容を公正証書にしておきます。

その後、判断能力が不十分に
なったら

家庭裁判所へ申立て

申立て後、約1へ4か月で後見人等が選任され、支援が開始されます。

※醐繊度の鵜に簾る手続き第に佳費用がかカ●グま九

漢糸島市前原西地域包括支援センター(担当圏域:前原・南風・加布里校区)
臆住所:福岡県糸島市富508-4 (特別養護老人ホーム「富の里」内)

臆開所時間:月一土(祝日、 12月29日へ1月3日を除く) 8:30へ17:15

*ただし、緊急の場合は休日・夜間・早朝などの時間も対応します。
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